
 

 

令和８年度国分寺市障害者就労施設等からの物品等の調達の 

推進を図るための方針 

 

令和７年９月 30 日市長決裁 

１ 趣旨 

 障害のある人が自立した生活を送るためには、就労を通じて経済的な基盤を

確立することが重要です。そのためには、障害者雇用を推進する仕組みを整え

るとともに、障害のある人が就労する施設等において仕事を確保し、経営基盤

を強化する必要があります。このため、国分寺市（以下「市」といいます。）で

は、物品及び役務（以下「物品等」といいます。）の調達に当たり、優先的に障

害者就労施設等から調達するよう努めることが求められています。 

そこで、市は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に

関する法律（平成 24 年法律第 50 号。以下「障害者優先調達推進法」といいま

す。）第９条第１項の規定に基づき、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅

就業障害者等の自立の促進に資することを目的として、障害者就労施設等から

の物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、令和８年度国分寺市障害

者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針（以下「優先調達方

針」といいます。）を定めるものとします。 

 

２ 優先調達方針の適用範囲 

 優先調達方針の適用範囲は、市の市長部局、議会事務局、監査委員事務局、

農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び教育委員会が発注する物品等と

します。 

 

３ 優先調達方針に基づく調達の対象となる障害者就労施設等 

 優先調達方針に基づく調達の対象となる障害者就労施設等は、障害者優先調

達推進法に基づき、次のとおりとします。 

障害者の日常生活 

及び社会生活を 

総合的に支援する 

ための法律に基づ 

く事業所、施設等 

就労移行支援事業所 

就労継続支援事業所（Ａ型、Ｂ型） 

生活介護事業所 

障害者支援施設 

（就労移行支援、就労継続支援又は生活介護を行うもの

に限る。） 

地域活動支援センター 

小規模作業所 

障害者を多数雇用 

し て い る 企 業 

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく特例子会社 

重度障害者多数雇用事業所 

※重度障害者多数雇用事業所の要件 

①障害者の雇用者数が５人以上  



 

 

 

４ 優先調達方針に基づく調達の対象品目及び目標額等 

 予算の適正な執行並びに契約における経済性及び公正性に留意しつつ、令和

８年度に市が達成すべき障害者就労施設等からの優先調達の物品等及び目標額

等は、次のとおりとします。 

〔 調達する物品等 〕 

 市が契約によって調達する物品等のうち、障害者就労施設等が受注すること

が可能なものとします。 

〔 調達する目標額等 〕 

前年度の調達実績を目安とし、調達実績額、調達実績課数及び調達件数を上

回るよう努めます。 

また、全課での調達実績を目指します。 

 

５ 障害者就労施設等からの調達を推進するための方策 

（１）障害者就労施設等が提供する物品等に関する情報を市内外で幅広く把握

し、共有します。また、社会情勢の変化やデジタル化に対応し、障害者

就労施設等が多様な物品や役務を提供できるよう、障害者就労施設等と

連携して取り組みます。 

（２）障害者就労施設等が提供する物品等に関する情報提供を充実させ、各課

の調達状況の把握に努めます。また、調達の参考となる取組事例等の紹

介や発注手続の明確化を行うなど工夫します。また、発注に関する相談

窓口として「国分寺障害者施設お仕事ネットワーク」が活用できること

を周知します。 

（３） 物品等の調達時には、障害者就労施設等からの調達可能性を検討します。 

（４）物品等の調達時には、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう履

行期間や発注量について留意するとともに、障害者就労施設等に対して、

性能、規格等の調達に関する必要事項について、懇切丁寧な説明を行い

ます。 

（５）市と業務委託契約（指定管理者制度を含む）を締結している相手方に対

して、障害者就労施設等からの物品等の調達促進を依頼します。 

（６）公共施設における障害者就労施設等による物品の展示販売、市が関係す

るイベント及び地域活性化包括連携協定を活用した製品販売会での販売

スペースの確保に協力します。 

②障害者の割合が従業員の 20%以上 

③雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び

精神障害者の割合が 30%以上 

在宅就業障害者等 

自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら

行う障害者（在宅就業障害者） 

在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体（在宅

就業支援団体） 



 

 

（７）障害者就労施設等が提供する物品等の広報に協力し、市民等からの障害

者就労施設等に対する需要増進に努めます。 

（８）障害者就労施設等が提供する物品等の情報を提供し、職員個人からの障

害者就労施設等に対する需要増進に努めます。 

（９）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17 年法律第 123 号）第 89 条の３第１項に基づき設置されている国分寺

市障害者地域自立支援協議会等において、障害者就労施設等のネットワ

ークの連携強化や製品開発及び販路拡大等に関する取組を促進します。 

（10）調達実績に反映されない障害者就労施設の売上実績把握に努め、物品等

の販売増加につながる取組に活用します。 

 

６ 優先調達方針及び調達実績の公表 

（１）優先調達方針を策定したときは、速やかに公表します。 

（２）調達実績については、障害者優先調達推進法第９条第５項の規定により

会計年度の終了後、遅滞なく調達実績の概要を取りまとめ、公表します。 

（３）優先調達方針や調達実績の概要の公表は、市報、市ホームページ等によ

り行います。 

 

７ 調達実績の評価及び検証 

調達実績については、国分寺市障害者優先調達推進委員会設置規程に基づき

設置されている国分寺市障害者優先調達推進委員会に報告し、評価及び検証を

行った上で、以後の優先調達方針の策定、障害者優先調達の推進に反映してい

くものとします。 

 

８ その他 

優先調達方針に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するに当

たっては、市内事業者や高齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律

第 68 号）に基づく国分寺市シルバー人材センターへ配慮する等、他の施策との

調和を図りながら推進するよう努めるものとします。 


